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(1)　第1879号　2022年７月５日

日時 2022年７月16日（土）
 10：00～17：00
場所 ウェブ同時開催
 自治労会館（水戸）・自治労県南会館（牛久）
内容 講演１「労働基準法の基本のキ」
 講演２「時間外労働の上限規制から見た職場」

第２回ユニオンセミナー

の
取
り
扱
い
を
決
定
し
給
与

法
等
の
改
正
法
案
を
国
会
へ

提
出
、
決
議
を
経
て
給
与
改

定
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　
こ
の
人
事
院
勧
告
は
国
家

公
務
員
に
対
す
る
も
の
で
す

が
、
地
方
公
務
員
の
賃
金
に

春
闘
に
続
く
賃
上
げ
に
む
け

２
０
２
２
人
勧
期
要
求
ア
ン
ケ
ー
ト

も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
地

方
公
務
員
法
第
　
条
２
項
で

24

は
、
職
員
の
給
与
は
、
①
生

計
費
、
②
国
家
公
務
員
、
③

他
の
地
方
公
共
団
体
の
職

員
、
④
民
間
事
業
の
従
事
者

な
ど
の
賃
金
、
⑤
そ
の
他
の

事
情
、
を
考
慮
し
て
決
定
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め

で
す
。

　
自
治
労
は
、
人
事
院
勧
告

が
出
さ
れ
る
８
月
上
旬
に
む

け
て
公
務
労
協
や
公
務
員
連

絡
会
に
結
集
し
、
６
月
　
日
20

に
は
人
事
院
に
要
求
書
を
提

出
し
交
渉
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
た
。
２
０
２
２
春
闘
は

多
く
の
民

間
組
合
が

前
年
を
超

え
る
要
求

を
掲
げ
取

り
組
ん
だ

結
果
、
賃

上
げ
の
流

れ
が
広
が

り
ま
し
た
。

こ
の
結
果

や
物
価
上

昇
な
ど
の

経
済
状
況

か
ら
も
、

私
た
ち
公

務
員
労
働

者
の
賃

金
・
労
働

条
件
の
引

き
上
げ
を

め
ざ
し
ま

す
。
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公
務
員
賃
金
の
決
定
は
、

労
働
基
本
権
制
約
の
「
代
償

措
置
」
で
あ
る
「
人
事
院
勧

告
制
度
」
に
大
き
く
影
響
さ

れ
ま
す
。
人
事
院
勧
告
制
度

は
、
国
家
公
務
員
の
賃
金
決

定
に
あ
た
り
、
毎
年
４
月
の

民
間
労
働
者
の
給
与
と
一
時

金
を
国
家
公
務
員
と
比
較

し
、
賃
金
が
適
正
な
均
衡
を

確
保
す
る
こ
と
を
基
本
に
、

給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他

の
勤
務
条
件
の
改
善
に
つ
い

て
内
閣
と
国
会
に
対
し
て
勧

告
を
行
う
仕
組
み
で
す
。

　
内
閣
は
勧
告
を
受
け
、
そ

安
全
で
快
適
な
職
場
環
境
へ

　
快
適
な
職
場
環
境
の
実
現

の
た
め
、
自
治
労
は
毎
年
７

月
を「
安
全
衛
生
月
間
」と
定

め
、
す
べ
て
の
職
場
で
安
全

衛
生
点
検
活
動
を
進
め
る
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
近
年
、
恒
常
的
な
人
員
不

足
に
加
え
、
頻
発
す
る
大
規

模
災
害
や
新
型
コ
ロ
ナ
対
応

に
よ
る
長
時
間
労
働
、
職
場

ス
ト
レ
ス
か
ら
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
者
が
増
加
し
て
い

７
月
は
労
働
安
全
衛
生
月
間

ま
す
。
２
０
１
６
年
に
自
治

労
が
行
っ
た
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
実
態
調
査
結
果
で

は
、
５
人
に
１
人
が
過
去
３

年
間
に
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た

と
回
答
し
、
パ
ワ
ハ
ラ
は
全

国
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
２
０
２
１
年
に
行

わ
れ
た
「
職
場
に
お
け
る
迷

惑
行
為
、
悪
質
ク
レ
ー
ム
に

関
す
る
調
査
」結
果
か
ら
は
、

約
４
分
の
３
の
職
員
が
カ
ス

タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被

害
を
受
け
て
い
る
実
態
も
明

ら
か
と
な
り
、
安
全
衛
生
委

員
会
で
取
り
上
げ
る
べ
き
課

題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

　
７
月
の
安
全
衛
生
月
間
で

は
、「
年
間
を
通
じ
た
安
全

衛
生
活
動
を
ど
の
よ
う
に
進

め
て
い
く
か
」
安
全
衛
生
委

員
会
の
年
間
行
動
計
画
づ
く

り
や
、
自
治
労
が
配
布
す
る

「
職
場
点
検
活
動
の
て
び
き
」

を
使
っ
た
職
場
巡
視
か
ら
危

険
な
個
所
の
点
検
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
・
解
決
策
の

実
施
な
ど
、
安
全
衛
生
月
間

の
重
点
目
標
を
も
と
に
取
り

組
み
を
進
め
ま
す
。

　
安
全
衛
生
委
員
会
は
、
毎

月
１
回
以
上
の
開
催
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
組
合
は

職
場
の
安
全
衛
生
課
題
を
調

査
・
確
認
し
、
委
員
会
に
積

極
的
に
提
案
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
委
員

会
で
把
握
す
る
時
間
外
労
働

の
実
態
か
ら
、
職
場
の
必
要

人
数
を
具
体
的
に
算
出
し
、

人
員
確
保
要
求
に
つ
な
げ
ま

す
。
　
安
心
で
快
適
な
職
場
環
境

実
現
の
た
め
、
労
使
と
も
に

こ
の
労
働
安
全
委
員
会
活
動

を
形
骸
化
す
る
こ
と
な
く
、

活
性
化
に
む
け
て
取
り
組
ん

で
い
き
ま
し
ょ
う
。

安全・衛生委員会
労働安全衛生法、同施行令、同
規則に基づき、業種ごとに常
時使用労働者数に応じて最低
設置義務が定められている組
織。主に労働者の危険防止対
策を審議するのが安全委員会
であり、主に労働者の健康障
害防止対策を審議するのが衛
生委員会である。両方の機能
を兼ね備えた安全衛生委員会
として設置することもできる。
委員の半数は労働者の代表で
なければならず、毎月１回以
上の開催が義務づけられてい
る。

用 語 解 説

安全衛生月間の重点目標
①　安全衛生委員会が未設置の事業所は安全衛
生委員会を設置する。

②　安全衛生委員会の年間計画が未作成の事業
所は、職場点検・巡視を盛り込んだ計画を作成
する。

③　職場点検・巡視を本部作成の「職場点検活動
のてびき」のチェックリスト等をもとに実施
する。

④　安全衛生委員会において、時間外労働の実
態を報告させるとともに、とくにいわゆる過
労死基準といわれる月80時間を超える場合
や、超過勤務が常態化している職場について
は具体的な対応策を示させる。同時に、「他律
的業務の比重が高い職場」として設定された
業務・部署や「特例業務」の超勤実態について
報告・分析を行う。

⑤　自治労「パワー・ハラスメントのない良好な
職場をめざして～予防・解決マニュアル～」な
どを積極的に活用し、職場のあらゆるハラス
メントの防止、解決策を実施する。

⑥　悪質クレームやカスタマー・ハラスメント
防止に向けた議論を開始する。

⑦　メンタルへルスの相談体制や職場復帰体制
の改善策を実施する。

⑧　全職場でストレスチェックの実施・評価を
行う。結果を安全衛生委員会等で分析・協議・
課題の洗い出しを行い高ストレス職場の課題
を解決する。

⑨　男女がともに安全衛生活動を推進するた
め、安全衛生委員会の女性委員を拡充すると
ともに、非常勤職員の参画を求める。
⑩　会計年度任用職員、臨時職員をはじめ同一
事業所内の公共民間労働者など、すべての労
働者の安全衛生を確保する。

　
６
月
　
日
に
開
催
し
た
県
本
部
第
２
回
中
央
委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
方
針
に

17

基
づ
き
、
自
治
体
組
合
員
を
対
象
に「
人
勧
期
要
求
ア
ン
ケ
ー
ト
」に
取
り
組
み

ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
ア
ン
ケ
ー
ト
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
自
分
の
働
き
方

や
不
満
、
不
安
に
感
じ
る
こ
と
な
ど
職
場
実
態
を
把
握
し
、
改
善
に
む
け
て
組

合
員
が
参
加
す
る
運
動
を
展
開
し
ま
す
。
組
合
へ
の
結
集
を
図
る
と
と
も
に
、

人
事
院
勧
告
期
さ
ら
に
は
秋
の
賃
金
確
定
期
の
要
求
実
現
に
む
け
た
交
渉
に
意

見
を
反
映
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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2022生活・労働
実態調査結果⑤

月
　
時
間
超
の
時
間
外
労
働
者

45

半
数
以
上
が
健
康
確
保
の
未
措
置

Ｑ
　
「
あ
な
た
は
月
平
均
で

何
時
間
の
時
間
外
勤
務
を

行
っ
て
い
ま
す
か
」
の
問
い

で
は
、
「
約
　
時
間
以
内
」

10

が
３
２
６
９
人
（
　
・
２

51

％
）
と
半
数
以
上
が
回
答
し

て
い
ま
す
。

Ｑ
　
「
長
時
間
の
時
間
外
勤

春
闘
を
取
り
組
む
に
あ
た
り
県
本
部
が
実
施
し
た
「
２
０
２
２
生
活
・
労
働
実
態
調
査
」
は
、
　
単
組
６
３
７

31

９
人
か
ら
回
答
が
あ
り
ま
し
た
（
回
収
率
　
％
）。
春
闘
は
年
間
の
取
り
組
み
の
出
発
点
で
す
。
単
組
で
は
集
計

52

結
果
か
ら
組
合
員
の
生
活
や
職
場
の
現
状
を
つ
か
み
、
組
合
の
要
求
書
づ
く
り
に
む
け
討
論
す
る
取
り
組
み
が
不

可
欠
で
す
。
賃
金
・
労
働
条
件
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
改
善
に
む
け
職
場
の
仲
間
と
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
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Ｑ　 あなたは月平均で何時間の時間外勤務を
　　行っていますか。

Ｑ　  長時間の時間外勤務に対し、健康管理に
　　ついての指導や職場環境改善の措置がな
　　されていますか。（月45時間以上の時間
　　外勤務をされている方への質問）
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57.6%

無回答
5.6%
無回答
5.6%
無回答
5.6%

務
に
対
し
、
健
康
管
理
に
つ

い
て
の
指
導
や
職
場
環
境
改

善
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
か
」
の
問
い
は
、
月
　
時
45

間
以
上
の
時
間
外
勤
務
を
さ

れ
て
い
る
方
へ
の
設
問
で

す
。
一
昨
年
の
回
答
に
比

べ
、
何
ら
か
の
措
置
が
な
さ

れ
て
い
る
と
回
答
し
た
方
は

増
加
し
た
も
の
の
、
未
だ
半

数
以
上
が
健
康
管
理
指
導
や

職
場
環
境
改
善
の
措
置
が
行

わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
結
果

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

は
、
原
則
と
し
て
月
　
時
45

間
、
年
３
６
０
時
間
の
範
囲

内
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を

超
え
た
場
合
に
は
当
局
は
放

置
せ
ず
に
段
階
に
よ
り
医
師

に
よ
る
面
接
指
導
等
を
実
施

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

受
け
取
っ
た
安
全
保
障
問
題

に
関
す
る
提
言
を
受
け
た
も

の
。
か
ね
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
１
％

以
内
と
さ
れ
て
き
た
防
衛
費

の
目
安
を
、
２
％
に
引
き
上

げ
る
べ
き
と
の
主
張
だ
っ
た
。

実
現
す
れ
ば
、
現
在
５
兆

円
弱
で
世
界
第
９
位
と
さ
れ

る
日
本
の
軍
事
支
出
が
　
兆
11

円
規
模
に
膨
ら
み
、
米
中
に

次
ぐ
第
３
の
軍
事
大
国
に
な

る
。
首
脳
会
談
前
に
は
「
経

済
安
保
推
進
法
」
が
可
決
・

成
立
し
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

社
会
構
造
の
全
体
が
米
国
同

様
の
常
時
戦
時
体
制
に
移
行

さ
せ
ら
れ
か
ね
な
い
情
勢
な

の
で
あ
る
。

戦
争
そ
の
も
の
は
中
国
の

出
方
次
第
で
も
あ
る
。
そ
う

な
ら
な
い
、
さ
せ
な
い
た
め

の
外
交
努
力
が
最
も
重
要
な

こ
と
は
当
然
だ
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も

米
国
は
日
本
を
対
中
包
囲
網

の
最
前
線
に
位
置
づ
け
、
岸

田
政
権
は
そ
れ
に
応
え
る
構

え
だ
。
防
衛
費
の
か
つ
て
な

い
増
大
が
財
源
論
を
伴
う
の

は
必
定
で
あ
る
。

安
倍
晋
三
元
首
相
に
よ

変
革
の
鍵
は
人
へ
の
投
資

い
ば
ら
き
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
講
演
会

駅
悦

詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠
詠

６
月
　
日
、

17

水
戸
市
内
で
い

ば
ら
き
自
治

フ
ォ
ー
ラ
ム

（
菊
池
正
則
代

表
）
が
講
演
会

を
開
き
、
単
組

や
Ｏ
Ｂ
役
員
　59

人
が
参
加
す
る

中
、
逢
坂
誠
二
衆
議
院
議
員

が
「
岸
田
政
権
の
行
方
と
参

議
院
選
挙
の
課
題
」
と
題
し

て
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

逢
坂
議
員
は
、
６
月
に
終

了
し
た
第
２
０
８
回
通
常
国

会
を
振
り
返
り
、
強
い
野
党

が
あ
っ
て
こ
そ
国
会
が
機
能

す
る
、
野
党
は
政
府
を
追
求

す
る
姿
勢
を
明
確
に
す
べ
き

だ
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
コ

ロ
ナ
禍
や
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
で
世
界
は
一
変
、

自
治
の
現
場
で
さ
え
破
壊
さ

れ
か
ね
な
い
社
会
変
革
の
中

に
い
る
。
日
本
の
今
後
の
政

策
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
ひ

も
解
く
鍵
は
教
育
に
あ
る
と

し
て
、
人
へ
の
投
資
が
国
の

将
来
を
明
る
い
も
の
に
す

る
、
国
民
の
た
め
の
政
治
を

取
り
戻
そ
う
と
力
強
く
訴
え

ま
し
た
。

る
、
「
日
銀
は
政
府
の
子
会

社
」
と
い
う
発
言
は
示
唆
的

だ
っ
た
。
そ
の
少
し
前
に
日

銀
は
、
新
た
な
金
融
緩
和
策

だ
と
し
て
、
国
債
の
市
場
か

ら
の
買
い
入
れ
枠
を
無
制
限

に
拡
大
す
る
方
針
を
決
め
て

い
る
。
政
府
が
中
央
銀
行
に

よ
る
引
き
受
け
を
前
提
に
、

軍
事
支
出
拡
大
の
た
め
の
国

債
を
乱
発
す
る
こ
と
が
可
能

な
構
図
が
創
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
う
な
れ
ば
な
 

っ
た
で
、
今
度
は
マ
ス
コ
ミ

が
財
政
危
機
だ
と
騒
ぎ
だ

す
。
な
ら
ば
消
費
税
増
税
だ

と
い
う
シ
ナ
リ
オ
に
、
私
た

ち
は
幾
度
と
な
く
煮
え
湯
を

飲
ま
さ
れ
て
き
た
で
は
な
い

か
。

中
国
脅
威
論
。
米
国
の
覇
権

を
維
持
す
る
た
め
に
中
国
を

包
囲
す
る
目
的
と
表
現
し
た

ほ
う
が
正
確
か
。

バ
イ
デ
ン
発
言
が
実
行
さ

れ
る
と
、
戦
闘
に
赴
く
の
は

在
日
米
軍
だ
。
と
す
れ
ば
沖

縄
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
列

島
が
戦
場
に
な
る
。
「
防
衛

費
の
増
額
」
云
々
は
、
岸
田

氏
が
前
月
末
に
自
民
党
か
ら

イ
ヤ
な
予
感
が
す
る
。

一
つ
は
戦
争
、
も
う
一
つ

は
消
費
税
大
増
税
に
対
し

て
、
だ
。

５
月
　
日
の
日
米
首
脳
会

23

談
で
、
台
湾
有
事
の
際
に
米

国
は
軍
事
介
入
す
る
と
バ
イ

デ
ン
大
統
領
が
明
言
。
岸
田

文
雄
首
相
は
防
衛
費
の
「
相

当
な
増
額
」
を
確
保
す
る
と

伝
え
た
。
背
景
に
あ
る
の
は

戦
争
と
大
増
税
の
予
感

　
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
す
す
め

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
斎
　
藤
　
貴
　
男

講演する逢坂衆議院議員

労働・生活に関わる悩みごとなどお気軽にご相談ください。
随時対応しています。
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